
第３回 霧島市働く女性の家運営委員会

日時 令和６年５月31日（金）

15:00～16:30

場所 霧島市働く女性の家

２階研修室（洋室）

５



会 次 第

１．会⾧あいさつ

２．新任委員紹介

３．議事
（１）霧島市の相談事業について
（２）これまでの振返り及び協議

４．その他
・第４回運営委員会について
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霧島市相談事業一覧①

2

区

分
部局名 課名 相談事業名 相談事業内容 時間 現在の実施場所

予約の

必要性
料金

1 商工振興課 よろず相談
創業や経営改善等に関

する相談
定期 毎週水曜日 9:00~16:00 市役所別館会議室 必要 無料

2 商工振興課 消費生活相談
消費生活に関するトラ

ブルなどの被害相談
常設 平日 8:15～16:30

消費生活センター

（商工振興課内）
不要 無料

3 市民環境部 市民課 特設人権相談
人権侵害が疑われるトラブ

ル等の被害相談
定期

（概ね）

第二木曜日
9:00~15:00 国分総合福祉センター 不要 無料

4 生活福祉課 福祉総合相談 要保護者に対する相談 常設 平日 8:15～17:00 生活福祉課内 不要 無料

5 子育て支援課 なんでも子育て相談 子育てに関する相談 定期 毎月第2、第4木曜日 10:00～11:00
霧島市こども館

（すかいぴあ）
必要 無料

6 ⾧寿介護課
地域包括支援セン

ター委託事業
高齢者福祉等・介護保険

サービスに関すること
常設 平日 8:15～17:00

霧島市地域包括支援センター

（国分パークプラザ内）
不要 無料

7 ⾧寿介護課
社会福祉協議会委

託事業
高齢者福祉等に関すること 常設 平日 8:15～17:00 霧島市社会福祉協議会

（国分総合福祉センター内）
不要 無料

8 障害福祉課
基幹相談支援セン

ター運営事業

障がい者（児）や家族、関

係者に対する総合的な相談

や相談支援事業所に対する

助言・指導等

常設 平日 10:00～16:00
基幹相談支援センター

（国分パークプラザ内）
不要 無料

9 障害福祉課
成年後見センター

運営事業

市民や家族、関係者、法人

に対する成年後見制度の内

容や利用方法に関する相談

常設 平日 8:15～17:00
成年後見センター

（社会福祉協議会内）
不要 無料

10 障害福祉課
障がい者相談員設

置事業

各種障害がある方へ更生援

護の相談、就業指導、生活

改善指導等の相談

定期 平日 日中 電話相談受付のみ 不要 無料

11 障害福祉課

相談支援事業

（地域活動支援セ

ンターⅠ型）

障害のある方やその保護者

又は介護者などからの相談

に応じ、必要な情報提供や

権利擁護ための援助を行

う。

常設 平日 日中
相談支援事業所（オレ

ンジの里、ひだまり、

やすらぎ、アシスト）

不要 有料

保健福祉部

料金は所得によ

り変動

相談日 備考

商工観光部



霧島市相談事業一覧②
3

区

分
部局名 課名 相談事業名 相談事業内容 時間 現在の実施場所

予約の

必要性
料金

12
こども発達サ

ポートセンター
発達相談（心理） 発達特性の相談 定期 平日 2時間 国分保健センター 必要 無料

13
こども発達サ

ポートセンター
発達相談（言語）

言語によるコミュニケー

ションに関する相談
定期 平日 1時間 国分保健センター 必要 無料

14
こども発達サ

ポートセンター
発達相談（作業）

基本的な身体能力や動作に

関する相談
定期 平日 1時間 国分保健センター 必要 無料

15
こども発達サ

ポートセンター
発達相談（運動）

日常動作の回復、症状の安

定を図る体と心の相談
定期 平日 1時間 国分保健センター 必要 無料

16
こども・くらし

相談センター
生活困窮相談

生活困窮(家計改善・就労

支援等)に関する相談
常設 平日 8:15～17:00

こども・くらし相談センター
（市役所別館１階） 不要 無料

17
こども・くらし

相談センター
ひきこもりに関する相談 ひきこもりに関する相談 常設 平日 8:15～17:00

こども・くらし相談センター
（市役所別館１階） 不要 無料

18
こども・くらし

相談センター
家庭児童相談

子育てに関する相談

児童虐待に関する相談

DVに関する相談

犯罪被害者に関する相談

常設 平日 8:15～17:00 こども・くらし相談センター
（市役所別館１階）

不要 無料

19 保険年金課 年金相談
厚生年金・国民年金に関す

る相談
定期 毎月第3金曜日 10:00～15:00 国分公民館研修室 必要 無料

20
すこやか保健

センター
心の健康相談 心の健康に関する相談 定期 毎月第２木・第４火 9:30～11:30

すこやか保健センター

（隼人）
必要 無料

21
すこやか保健

センター
健康相談

健診結果等健康に関する相

談
常設 平日 8:30～17:00

すこやか保健センター

（隼人）
不要 無料

22
すこやか保健

センター

乳幼児育児相談

すくすく発達相談

助産師相談

母子心理相談

不定期 平日 日中
すこやか保健センター

（隼人）
必要 無料

23
すこやか保健

センター
こども家庭センター（母

子）妊婦～乳幼児の相談
常設 平日 8:30～17:00

すこやか保健センター

各総合支所
不要 無料

相談日 備考

保健福祉部

予約は必須ではないが
事前問い合わせが望ま
しい

予約は必須ではないが
事前問い合わせが望ま
しい

社保労務士が9:30～

準備し15:15頃退出

母子相談



振返りシート集計
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「今まで通り」を選んだ方の理由
○

○

○

○

○

○

○

○

「早くてもいい」を選んだ方の理由
○

「遅くてもいい」を選んだ方の理由
○

○

実際に同好会での使用が20時までの為。

午後９時までが、仕事をなさってる方にも利用しやすく、午後９時以降は利用できる方が限
られてきそうです。

現在夜間利用をしていますが、特に問題を感じません。

現状の午後９時までは十分な開館時間であると思います。

翌日の仕事を考えると、午後９時までが適当だと思います。

施設利用者側と施設の管理面（人件費）から現行のままがよい。

平日での利用が21時以降の需要はあまり無いのではと思います。また、市営駐車場が21時20
分で閉鎖されるので出庫不能のトラブルを避けるためにも。

市内勤労者の活用促進が最大の目的ならば、夜間21時までの開館は必要と考えます。

仕事帰りに利用できるため

仕事のあと利用しやすい。時間の余裕がある。

どのような事業を展開するかにより、夜間会館時刻は変わるだろうと思われる。
ちなみに鹿児島市開館は月～金　9：00～21：00、土　9：00～17：00であるが、勤労者に
とって平日の利用しやすさ、ケアを抱える人へのオンライン研修等などを想像すると、20：
00～22：00などが便利ではないか。ただし、職員の働き方改革等への対応次第では、他公共
施設等との重なりのない曜日で閉館を早めるなどもあってもよいのではないか。
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「日曜日」を選んだ方の理由
○

○

○

○

○

「月曜日」を選んだ方の理由
○

○

○

○

「火曜日」を選んだ方の理由
○

「無休」を選んだ方の理由
○

○

「その他」を選んだ方の理由
○

日曜日の需要はあると思います。また月曜日は振替休日になる月が多いので、火曜日はベス
トかと。

必要に応じて開放の日で日曜日も開いている日があると利用者の方の予約も多くなるのでは

日曜日は自分と家族のために時間を過ごしたいと思う。

特別に問題があれば別ですが、現状のままでよいと思います。

今まで通りで特に問題ないと思います。

公共施設は日曜休みが多いと思うので、違和感はない。

他の公共施設と同様にし、土日休日の利用促進を図る。

日曜日の開館は人件費が増すが、昼間の利用者増が期待できる。

休みの日に開館していれば、利用者が増えると思います。

当該施設ができた目的や条例から鑑み、勤労者の利用促進を最大の目的とするならば、土日
の開館は避けられないのではないかと思う。（「火曜日」にも☑あり）

現状、日曜日の利用者がどれくらいいるのか分からない為、一度無休にし、状況を把握して
からの決定はどうか。

可能ならば、無休がよい。多様な相談機能を有する施設があることが市民への安心安全、住
みよさにつながると考える。相談内容によって、担当窓口や専門家とつなぐHUB機能をも
ち、いつでも開いていることが有用な施設ではないか。
週１休みにするとすれば、他の公共施設と重ならない曜日がいいのではないか。

利用目的によるのかと思料します。例えば、労働者の方の集会で利用が多いのであれば、平
日より休日に休館日を指定した方がよいかと思います。福利イベントが利用が多ければ日曜
日にも利用できたほうがいいものと思料します。
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